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9 緊急フェーズ後の対応 

9．1 避難の⾧期化に備えた対策 

県及び関係市町は、火山活動や防災対応の実施状況などについて、定期的に避難者へ情報発信し、
正確な情報の周知を行う。また、定期的に避難者の健康管理のため、保健活動チームを派遣し、常に
避難住民の健康管理を行うとともに、公衆衛生ニーズを把握する。火山災害の⾧期化に伴い、地域社
会に重大な影響が及ぶおそれがあることを勘案し、必要に応じて、応急的な住宅の供給や生活支援、
生業支援等の被災者支援策や被災施設の復旧その他の被災地域の復興を図るための措置を実施するも
のとする。 

 
9．2 風評被害対策 

火山防災協議会として報道機関に対し、最新の火山活動、影響範囲、噴火時等のリスク、登山者等
の安全対策、民間事業者の営業状況等についての正確かつ迅速な情報提供に努める。噴火活動の沈静
後、県及び関係市町は、協議会の協議を踏まえて、既に安全な状況にあることを広報するとともに、
積極的な観光 PR 活動を行うなど、地域産業の衰退を軽減するよう努める。 

また、県及び関係市町は、火山活動鎮静後における観光等商業活動の支援策についても、今後、検
討を進めることとする。 
 

9．3 避難指示等の解除 

関係市町は、避難指示等の解除を判断・決定するにあたり、協議会において、気象庁、火山専
門家等の助言を踏まえ、関係機関と協議する。避難指示等の解除は、被災地域の実情を踏まえ
て、避難対象地域の地区単位で帰宅の手順や経路などを定める。また、住民等へ避難指示等の解
除について周知を行うとともに、必要に応じて住民説明会等開催し、帰宅が円滑に行われるよう
努める。 
 
9．4 一時立入 

一時立入の実施を判断するにあたり、協議会等において関係機関と協議し、緊急時における避
難・退去の基準や立入可能な範囲、立入時間などを設定する。 

一時立入を実施する際には、関係市町により一時立入を希望する住民等を募集し、一時立入者
名簿を作成する。作成した名簿は、警察、消防、道路管理者等と共有するとともに、一時立入者
と連絡が取れるような体制をとることとする。 
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10 安全管理 

10．1 噴火（火山）災害に対する対応 

噴火（火山）災害による二次災害を防止するためには、噴火（火山）災害特有の危険性を認識
し、対応する必要がある。御嶽山噴火災害では、火山ガスに対応するため検知器及び防毒マスクを
携行し活動を行ったほか、火山ガス濃度による活動中止の判断基準を定めている。また、再噴火に
よる噴石対策として、ジュラルミン製楯が配置されている。 

 
（１）火山ガスへの対応 

火山ガスは、一般的にその成分の内の 90％以上は水蒸気である。そのほかに、二酸化硫
黄、硫化水素、二酸化炭素など人体に有害な成分が含まれる。 

二酸化硫黄の濃度や分布は、季節や天候の影響を受けやすい。濃度情報や気象情報を確認
し、ガスマスクを常時携帯し、高濃度の状況では、防毒マスクを着けて⾧時間過度のガスを
吸わないよう注意する。 

また、火山ガスの観測については、すでに設置されている固定観測点のほかに、可搬型の
火山ガス測定器を携行し活動する。 

『三宅島火山ガスに関する検討会報告書』（平成 15 年 3 月）において検討された、火山ガ
ス成分等と健康影響については以下のとおりである。 

 
表 10-1 火山ガス成分等と健康への影響について 
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（２）火山灰への対応 

火山灰は、マグマの主成分である二酸化ケイ素（ガラスの主成分）の破片であり、吸引し
た場合、灰にたまり呼吸器官が損傷される。また、火山灰には表 10－１で示している有害な
火山ガスが付着しているため、火山灰が空気中を浮遊している状況下での救助活動では、ゴ
ーグル、マスクを必ず着用する。また、ヘリコプターのエンジントラブルを起こす恐れがあ
るため、火山灰の状況や風向き等について、関係機関に情報提供を行う。 

 

（３）噴石への対応 

噴石に対する効果的な防護は困難であることから、噴石が飛んでいる中での救助活動は行
わない。救助活動中の再噴火に備え、活動中は常に噴火口の位置を確認し、火口とは反対側
に身を隠せる岩などを確認しておくことが必要となる。また、風向きを確認し、風下側に行
かないことや周りの地形を把握し、活動場所の状況に合わせた対応を各隊員間で周知してお
く。 
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（４）火砕流、溶岩流等への対応 

噴石と同様に防護措置は困難であることから、救助活動は行わない。火山により様々なタ
イプの火砕流や溶岩流があることから、管轄区域内にある火山について、過去の噴火の特徴
を把握し、危険性を認識しておく必要がある。活火山の過去の活動記録については、産業技
術総合研究所 http://gbank.gsj.jp./volcano/Act_Vol/で参照可能である。 

 

（５）火山対応資機材 

活動隊員の防護、検索、搬送に有用である資機材は次のとおりである。 

 

図 10-1 救助活動時に有用な資機材 
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11 防災力強化に向けた取組 

11．1 協力体制の構築 

県及び各市町は、観光事業者（観光施設、宿泊施設等）、観光協会等との協力体制を構築し、適切
な判断のために必要な連携を行う。協力体制構築にあたって、各関係機関との連絡体制の整備に努め
ることとする。 
 
11．2 計画の改訂 

 鶴見岳・伽藍岳火山避難計画は、社会情勢・地域の変化、関係機関の防災体制変更、噴火シナリオ
や鶴見岳・伽藍岳の噴火警戒レベルの見直し等が行われた場合には、計画の改訂を行う。 
 
11．3 避難に係る事前対策 

円滑な避難にあたり、避難者数の試算に基づき、避難施設と避難経路及び避難手段について、予め
定めておく。また、火山性地震が発生した場合には急傾斜地の崩壊などにより避難経路が通行不可と
なる可能性があることから、避難にあたっては事前に複数の経路を検討し、災害の状況に応じて選択
することが望ましい。急傾斜地の崩壊などが起こりそうな地域については、大分県土砂災害警戒区域
等情報 https://sabo-oita.jp/dosya_map/index.html 等で参照可能である。 

また、登山者等の避難に必要となる避難手段の確保に向け、市町所有の車両活用やスクールバス、
観光協会等を通じた宿泊施設やバス事業者への輸送車両の支援等について検討を進め、避難支援体制
の整備を図る。 

 
11．4 啓発活動 

火山活動の前兆は、必ずしも捉え切れるわけではなく、予測技術の限界から、事前に警戒を呼びか
けることができない場合もある。こうしたことを踏まえ、住民、観光客等一人ひとりが火山活動の現
状を理解すべきであり、国、県、各市町及び関係機関は、そのために必要となる防災知識等の啓発活
動を行う。 
 

（１）防災知識の普及 

県及び各市町は、観光事業者（観光施設、宿泊施設等）、観光協会等と連携の上、リーフ
レットを登山者等へ配布するなど、登山にあたっての注意を呼びかける。 
 

（２）児童、生徒等への防災知識の普及 

県及び各市町は、教育委員会等を通じ、児童生徒に対して火山に関する知識の普及や火山
防災教育を行う。 
 

（３）講演会・研修会の開催 

県及び各市町は連携して、災害が発生した場合の避難場所、避難経路、緊急時の避難先の
確認に努める。また、防災用品、備蓄食料及び非常持出袋の確認、家具の転倒防止器具の取
付け確認、家の中の安全な場所の確認等を行う。 
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登山者等は、居住地のある県及び各市町及び町会等が開催する災害に関する講演会等に積

極的に参加し、災害から身を守る方法、災害時の避難に係る知識等の習熟に努める。 
 

11．5 訓練の実施 

県及び各市町は、関係機関と連携し、次の訓練を企画・実施することで、防災対応能力の向上や課
題・問題点の検証、登山者等の火山防災に対する意識高揚を図る。 
 

（１）情報受伝達訓練 

登山者等、各種施設及び関係機関等を対象とした情報伝達訓練を実施する。 
 

（２）避難誘導訓練 

登山者等、各種施設及び関係機関等を対象とした避難誘導訓練を実施する。 
 

（３）図上訓練 

鶴見岳・伽藍岳で噴火が発生する又は発生する恐れがある場合に避難活動を支える者等を
対象に、多様な火山活動を想定した図上訓練を実施する。 
 

（４）避難所開設及び運営訓練 

関係機関と連携し、鶴見岳・伽藍岳で噴火が発生する又は発生する恐れがある場合の避難
所の開設及び運営訓練を実施する。 
 

（５）帰宅困難者対策訓練 

鶴見岳・伽藍岳で噴火が発生する又は発生する恐れがある場合の帰宅困難者に対応した、
一時滞在施設運営訓練及び搬送訓練を実施する。 
 

（６）安否確認訓練 

各種施設及び関係機関等と連携し、登山者等を対象とした安否確認訓練を実施する。 
 

11．6 要支援者への支援体制の構築 

各市町は、噴火警戒レベル４（高齢者等避難）の発表段階で要支援者の避難誘導を優先して行うこ

ととなるため、平時から警察・消防などの関係機関と連携して要支援者への支援体制を構築する。 

  



 

98  

【巻末資料】 
1) 想定火口から噴火が発生した場合の避難ルート 

2)   広域避難する場合の避難ルート 

3） 通行止めを行った際の迂回路 

4) 各構成機関の配備体制 

5) 協議会関係機関の連絡先一覧 

6) 交通規制位置・方法等確認票（イメージ） 

7） 緊急時における情報伝達例 
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1) 想定火口から噴火が発生した場合の避難ルート 

  【火口周辺からの避難経路図】 
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2)   広域避難する場合の避難ルート 

 噴火警戒レベル５（３次避難）での避難ルート 鶴見岳 

（三次避難区域）３ｋｍを超える居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生、あるいは切迫 
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噴火警戒レベル５（３次避難）での避難ルート 伽藍岳 

（三次避難区域）３ｋｍを超える居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生、あるいは切迫 
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3） 通行止めを行った際の迂回路 
噴火警戒レベル２および３の場合の通行規制箇所 

鶴見岳・・・通行止めなし 
伽藍岳・・・範囲内の県道 616 号塚原天間線は通行止め 
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4) 各構成機関の配備体制 

 【大分県】 
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【別府市】 
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【宇佐市】 
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【由布市】 

《  災 害 応 急 対 策 動 員 配 備 表  》  

【 本部 】 
災害警戒準備室 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．発令基準 
①気象警報が発令された場合 
②水防警報の水防団待機水位をこえ、はん濫注意水位に達するおそれ

がある場合 
③気象庁が震度4を発表した場合 
④噴火予報が発表された場合 

２．体制 
防災危機管理課は直ちに登庁し、被害の情報等の収集・伝達に努める

。消防本部の非番要員は、連絡が付く体制。 
①配置  :防災危機管理課職員全員 
②設置場所:本庁舎 

災害対策警戒本部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．発令基準 
①気象警報が発令され、相当規模の被害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合 
②水防警報のはん濫注意水位をこえ、なお水位の上昇が予想される場

合（宮川については湯布院支部警戒本部で対応） 
③気象庁が震度5弱を発表した場合 
④鶴見岳・伽藍岳に噴火警戒レベル２（火口周辺規制）が発表された

場合 
⑤九重山に噴火警戒レベル４（高齢者等避難）が発表された場合 

 
２．体制 

相当規模の被害が発生し、または発生する恐れがあるときは、総務部
⾧は直ちに登庁し、各部⾧へ連絡するとともに被害の情報等の収集・伝

達に努める。消防本部は非番要員の待機命令。 
①本部⾧ :副市⾧ 

副本部⾧:総務課⾧、建設課⾧、福祉課⾧、会計管理者、消防⾧ 
②本部員 :総務課、総合政策課、建設課、農政課、水道課、福祉課 

防災危機管理課 
③待機  :各課（待機命令が発令された場合は、各課にて待機） 
④各部局⾧は、災害の状況に応じて別途職員を配置し、災害の応急対

策を行う（職員の配置、応急対策の内容については各部局で定める
）。 

⑤設置場所:本庁舎 
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災害対策本部 
（現地対策本部） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．発令基準 
①気象警報が発令され、大規模な被害が発生し、又は発生するおそれ

がある場合 
②水防警報のはん濫危険水位に達し、重大な災害が発生するおそれが

ある場合 
③土砂災害警戒情報が発表された場合 
④特別警報が発令された場合。 
⑤気象庁が震度5強を発表した場合（職員は、自主参集） 
⑥噴火警報が発表された場合 

２．体制 
大規模の被害が発生し、または発生する恐れがあるときは次による。 
・第1次体制:各部各班5割（状況により変更する）の職員（各課にお

いて体制整備） 
・第2次体制:全職員 
①本部⾧ :市⾧ 

副本部⾧:副市⾧、教育⾧ 
②本部員 :各部各班⾧ 
③本部⾧は、災害の状況に応じて要員を増員する。 
④対策本部に部・班を設置し、災害応急対策の実施及び災害情報の収

集等を行う。 
⑤設置場所:本庁舎（災害発生の地域が限定される場合においては、

現地対策本部を設置する。） 
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【日出町】  
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5) 協議会関係機関の連絡先一覧 

 

１号 

大分県・市町関係機関  

防災対策企画課 097-506-3139 
観光政策課 097-506-2112 
自然保護推進室 097-506-3022 
道路保全課 097-506-4584 
砂防課 097-506-4634 
東部振興局総務部 0978-72-1212 
中部振興局総務部 097-506-5724 
北部振興局総務部 0978-32-1170 
別府土木事務所 0977-67-2897 
大分土木事務所 097-558-2142 
宇佐土木事務所 0978-32-1300 
別府市防災危機管理課 0977-21-2255 
別府市観光課 0977-21-1128 
別府市農林水産課 0977-21-1133 
宇佐市危機管理課 0978-27-8111 
宇佐市観光・ブランド課 0978-27-8156 
由布市防災危機管理課 097-582-1140 
由布市商工観光課 097-582-1304 
日出町総務課危機管理室 0977-73-3150 
日出町まちづくり推進課 0977-73-3158 

２号 
地方気象台等   

気象庁福岡管区気象台気象防災部地震火山課 092-725-3640 

気象庁大分地方気象台 097-532-0644 

３号 
地方整備局   

国土交通省九州地方整備局河川部河川計画課 092-476-3523 

４号 
陸上自衛隊   
陸上自衛隊第２特科団 0977-84-2111 
陸上自衛隊第 41 普通科連隊 0977-22-4311 

５号 

警察   
警察本部生活安全部地域課 097-536-2131 
警察本部警備部警備運用課 097-536-2131 
大分南警察署警備課 097-542-2131 
別府警察署警備課 0977-21-2131 
杵築日出警察署警備課 0977-72-2131 
宇佐警察署警備課 0978-32-2131 

６号 

消防   
別府市消防本部警防課 0977-25-1124 
宇佐市消防本部警防課 0978-27-8223 
由布市消防本部警防課 097-583-1310 

杵築速見消防組合消防本部警防課 0978-62-4341 

７号 火山専門家  （省略） 

 

 

８号 

 

その他   

林野庁九州森林管理局大分森林管理署 097-532-9281 

林野庁九州森林管理局大分西部森林管理署 0973-23-2161 

国土交通省国土地理院九州地方測量部管理課 092-411-7881 



 

127  

 

 

８号  

その他（続き）   

国土交通省九州地方整備局大分河川国道事務所流域治水課 097-544-4167 

環境省九州地方環境事務所くじゅう管理官事務所 0973-79-2631 

一般社団法人大分県バス協会 097-558-3946 
 西日本高速道路株式会社九州支社大分高速道路事務所 097-546-8065 

 

6) 交通規制位置・方法等確認票（イメージ） 

 



 

128  

 

7） 緊急時における情報伝達例 

市町は、必要に応じ、防災行政無線等により火山活動の状況の伝達を行う。 

 

観測事項 広報文例 

噴火警戒レベル２ 

（火口周辺規制） 

こちらは、〇〇市（〇〇町）です。 
本日午前（午後）〇時〇分に噴火警報（火口周辺）が鶴見岳・伽
藍岳に発表され、噴火警戒レベル２（火口周辺規制）に引き上げ
られました。 
これにより、〇〇から○㎞圏に火口周辺規制がかかります。規制
範囲内にいる皆様は、規制範囲外○○への避難をお願いします。 
また、それ以外の皆様についても、今後の火山に関するお知ら
せ、テレビ・ラジオの報道に注意して下さい。 

噴火警戒レベル３ 

（入山規制） 

こちらは、〇〇市（〇〇町）です。 
本日午前（午後）〇時〇分に噴火警報（火口周辺）が鶴見岳・伽
藍岳に発表され、噴火警戒レベル３（入山規制）に引き上げられ
ました。 
これにより、〇〇から○㎞圏に入山規制がかかります。規制範囲
内にいる皆様は、周辺施設の職員や警察、消防等の指示に従い、
規制範囲外への避難をお願いします。 
○○地区のお年寄りの方等避難に時間がかかる方は、今後避高齢
者等避難・避難指示が発令される場合がありますので、避難の準
備を始めてください。 
また、それ以外の皆様についても、今後の火山に関するお知ら
せ、テレビ・ラジオの報道に注意して下さい。 
詳しい情報が入り次第、またお知らせします。 

噴火警戒レベル 4 

（高齢者等避難） 

こちらは、〇〇市（〇〇町）です。 
本日午前（午後）〇時〇分に噴火警報（居住地域）が鶴見岳・伽
藍岳に発表され、噴火警戒レベル４（高齢者等避難）に引き上げ
られました。 
これより、○○地区において、高齢者等避難を発令します。 
お年寄りの方等は、直ちに〇〇公民館へ避難を開始してくださ
い。その他の住民の皆様は、今後、噴火の恐れがありますので、
避難の準備を始めてください。 
住民の皆様は、今後の火山に関するお知らせ、テレビ・ラジオの
報道に注意して下さい。 
なお、入山規制は継続中です。 
詳しい情報が入り次第、またお知らせします。 

噴火警戒レベル５ 

（避難） 

こちらは、〇〇市（〇〇町、〇〇村）です。 
本日午前（午後）〇時〇分に噴火警報（居住地域）が鶴見岳・伽
藍岳に発表され、噴火警戒レベル５（避難）に引き上げられまし
た。これより、○○地区において、避難指示を発令します。 
住民の皆様は、直ちに〇〇公民館へ避難してください。 
また、今後の火山に関するお知らせ、テレビ・ラジオの報道に注
意して下さい。 
詳しい情報が入り次第、またお知らせします。 
なお、入山規制は継続中です。 

 


